
接道

法43条

２m以上接し
なければならない

建築物の敷地

除く
自動車専用道路
特定高架道路

接しなくてもよい 特定行政庁

交通上等支障が
ないと認めて 許可

建築審査会の同意

必要な制限の付加 地方公共団体

特殊建築物や
大規模建築物等に対し

条例で

道路に２m以上接する
必要はない

応急用仮設建築物

現場事務所等の仮設建築物

1年以内の期間を定めて
特定行政庁が建築を
許可した仮設建築物

壁面線

法46条、47条

特定行政庁 指定することができる

壁面線を越えて建築してはなら
ない

建築物の壁（又は柱）

高さ２mを超える門

制限を受けない
地盤面下の部分は

特定行政庁が
建築審査会の同意 得て許可

歩廊や柱等

道路の定義

法42条1項

道路とは
幅員が4m以上 私道の築造基準

特定行政庁が指定する区域 幅員６m以上

道路の種類

一号

二号
都市計画法、土地区画整理法に
より築造された道路

三号

昔から存在

法３章の規定を受けるうように
なった以前から

四号

道路法、都市計画法等により事
業計画があり

2年以内に事業が
執行される予定 特定行政庁が指定したもの

五号 道の基準により造成されるもの

特定行政庁から

その位置指定を受けたもの
（私道）

道路内の建築制限・許可

法44条、令145条2項

建築してはならない
建築物

付属する門や塀

築造してはならない
道路内に突出して

敷地を築造するための擁壁

建築できる

一号
地盤面下に設ける建築物

地下街の建築物など

二号
公衆便所、巡査派出所等

特定行政庁が許可したもの

三号

地区計画の区域内の
自動車専用道路

又は特定高架道路の
上空・路面化に設ける
建築物

特定行政庁が認めるもの

四号

公共用歩廊
（アーケード）

道路上空の
渡り廊下

自動車専用道路内
の休憩所等

特定行政庁
二号と四号

許可する場合
あらかじめ

建築審査会の同意を得る

私道の廃止等の制限

法45条

私道の変更又は廃止により道路
に接しなくなる敷地が生じる 特定行政庁

私道の変更又は廃止

禁止又は制限することができる


